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Ⅰ．はじめに

農業委員会は、農業者の代表として公選により選出された農業委員を中心に構成

される市町村の行政委員会として設置されて以来、これまで農地法に基づく農地の

権利移動の許可等の法令に基づく業務を実施するとともに、優良農地の確保、農地

の流動化、担い手の育成等構造政策を推進する機能を発揮してきた。また、組織体

制についても効果的、効率的な業務実施のための改善措置が講じられてきた。

一方、最近の食料・農業・農村をめぐる情勢は、担い手の減少、耕作放棄地の増

、 、大 水田農業構造改革の遅れなどの農業構造面の問題に直面していることに加えて

ＢＳＥの発生や食品の虚偽表示など食の安全・安心に関する問題が発生している。

このため、平成１４年４月に策定された『 食」と「農」の再生プラン』に沿って「

農林水産政策の見直し改革が進められており、農業委員会制度と関連性の高い農地

制度の検証・見直し、米政策の抜本的改革が取り組まれている。また、農業委員会

制度については、市町村合併の進展への対応や、国と地方の事務・事業の在り方及

び地方における農政の推進機関のスリム化等の観点から地方分権改革推進会議や経

。済財政諮問会議等において取り上げられた事項についての検討も課題となっている

「農業委員会に関する懇談会」は、これらの情勢を踏まえて、農地制度をはじめ

とする構造政策の推進機関として重要な役割を果たしてきている農業委員会系統組

織における活動、組織等について幅広く検討を行い、その基本的な方向を明らかに

することを目的に、農林水産省経営局長の私的諮問機関として設置されたものであ

る。

本懇談会は 昨年１０月２８日に第１回会合を開催して以来 同年１１月には 検、 、 「

討事項の中間整理」を行い、その後、委員からの意見メモ、農業委員会の現場から

のヒヤリング等をもとに議論を積み重ねてきたところであり、これらの議論、検討

の成果として、今後の農業委員会の活動・組織のあり方、改革の基本方向を本報告

書として取りまとめるものである。

Ⅱ．農業委員会の見直しに関する検討課題

１．これまでの検討・取組の経過

農業委員会制度については、昭和２６年の「農業委員会法」制定により、それ

までの農地委員会、農業調整委員会、農業改良委員会を統合して発足して以来、

昭和２９年、３２年、５５年の３度にわたって活動、組織面において大きな法律

改正が行われ、今日に至っている。この間、時々の農地・構造政策の課題に対応
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して農地の利用権の設定等の促進、認定農業者への農地利用集積等の支援、市民

農園の整備、遊休農地に関する指導、農業生産法人制度への株式会社形態の導入

に伴う農業委員会への定期報告などの法令業務、任意業務の追加等の措置が講じ

られてきた。特に、昨年成立した構造改革特別区域法に係る市町村等からの農地

（ ） 、の貸付方式による農業生産法人以外の法人 株式会社形態等 の農業への参入や

、本年２月に国会に提出された農業経営基盤強化促進法の一部改正法案においても

農業委員会の業務の拡充が行われている。

また、平成６年には、農業委員会系統組織の役割、業務、組織体制等について

検討するために「農業委員会等制度研究会」が設置され、平成７年には中間報告

において地域の特性に応じた農業の確立に向けた展開方向が示されるとともに、

平成１２年２月には最終報告が取りまとめられ、○優良農地の確保とその有効利

用を担う行政委員会としての役割発揮、○構造政策への積極的取組、○組織体制

の整備などの課題が示された。さらに、平成１２年３月の「食料・農業・農村基

」 、 「 、本計画 において 農業委員会系統組織について 優良農地の確保及び有効利用

担い手の育成及び確保等の役割を効率的かつ十分に果たすことができるよう、組

織体制の適正化や組織の効率的な再編整備に必要な施策を推進する」との方向が

示された。

これらの提起された課題に対しては 「農業委員会系統組織の改革プログラム」、

（ ） 、 、全国農業会議所 が平成１３年１月に策定され 行政委員会としての役割発揮

構造政策の推進、組織の適正化の取組が行われている状況にある。

２．見直し検討の必要性

上記のように農業委員会系統組織自らが主体となって改善の取組が行われてい

るが、そのような状況の下にあっても農業委員会の活動・組織のあり方について

次のような基本的な論点、課題が提起されている。

これらの論点、課題が指し示すところは、いずれも農業・農村、農地をめぐる

著しい情勢変化の下で、今日の農業委員会の活動・組織がこのような変化に十分

に適合し、その役割を発揮しているのか、また、今後、政策課題やニーズに適合

し、その役割を発揮し得るのかなどの観点から、制度の基本についての見直し検

討を求めるものである。従って、農業構造改革を加速するための重要な役割を担

うべき農業委員会としては、①役割、②活動のあり方、③組織のあり方、④財政

基盤のあり方について検討を行い、それらの改革の基本的な方向と具体的取組を

明らかにする必要がある。
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【農業委員会について指摘されている主な論点・課題】

○ 「農地制度に関する論点整理 （ 経営の法人化で拓く構造改革に係る有識者」「

懇談会」平成１４年１１月）

農業委員会の活動は、構造政策の推進上の役割を発揮しているが、一方で活

動に地域差があり、市町村段階では法令業務が中心で、主体的な活動も総花的

であり、地域の農業者にとって必ずしも目に見えるものとなっていないこと、

他の団体との活動の重複が見られること等の指摘がある。

今後は、より幅広い層の参画の可能性、運動論的取組の強化の観点からの組

織のあり方の見直し、他の関係機関との協力関係の構築・一体化の推進、地域

全体の土地利用への関与、農地利用の監視機能、専業的な農業者の意向把握、

情報の共有化と受発信、現場や担い手のニーズに即した事業実施、情報の一層

の公開などの課題について、農地制度の検証作業の一環として取り組むことが

必要である。

○ 「事務・事業の在り方に関する意見 （ 地方分権改革推進会議」平成１４年」「

１０月）

農業委員会系統組織の活動・組織の在り方の検討【平成１４年度中を目途に検

討、一定の結論】

農業委員会に関する懇談会において、市町村合併の進展等を見定めつつ、農

業委員会系統組織の活動・組織の在り方について検討を行う。

なお、当会議としては、農業委員会制度そのものは存置しつつ、現在の農業

委員会について市町村条例による選択制への移行等も含めた必置規制の撤廃又

は大幅緩和を検討するとともに、農業委員会交付金の一般財源化を図ることを

検討するよう提言している。

、 、農業委員会制度についても 段階的な検討が必要であるとする意見があるが

その場合においても、農業委員会の必置市町村の基準の大幅な引上げ、農業委

員会定数基準の見直し、交付金の一般財源化等その交付の在り方等について、

制度の根幹からの検討が必要である。

○ 「平成１５年度予算編成の基本方針」(平成１４年１１月２９日閣議決定)

農業委員会・農業改良普及事業に係る制度については、一定の役割を果たし

てきているが、必置規制の廃止又は大幅な緩和、交付金の一般財源化等その交

付の在り方等について、制度の根幹から検討が必要であるとの地方分権改革推

進会議の意見を踏まえ、必置規制の見直しや交付金の削減を含め、その具体的
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な改革プロセスを着実に推進する。

Ⅲ．農業委員会の活動・組織のあり方の見直しの基本方向

１．今後の改革の基本的視点

（１）役割の今日的意義と改革の必要性

（役割の検証）

○農業委員会は、農地制度の運用及び農業全般にわたる問題を農業者の創意と自

主的な協力とによって総合的に解決していくための農業者の民主的な機関を地

方自治体の行政委員会組織として設置するという制度創設時の基本的考え方に

沿って、市町村に設置される行政委員会として農地法等の法令業務に係る権利

調整機関と、農地の流動化、担い手育成等の構造政策の推進機関という主とし

て二つの役割を担ってきている。

○上記の役割を担う農業委員会を市町村に設置する政策的な意義は、優良農地の

確保、認定農業者等の担い手への農地集積などの国の農業構造政策に直接的に

係わる農地法等の法令業務について、公選制の下で地域農業者からの信任を得

た農業委員が主体となって客観的、公平に行うことによって農業者の財産権と

地域農業の利害に直接的な影響を及ぼす農地の権利移動等に関する施策を全国

的な統一性、整合性をもって効果的、効率的に推進するという国の農政上の必

要性に依拠してきたと考えられる。

○一方で、農業委員会の役割については、農業委員が市町村農政部局職員では担

い難い農村現場での農地等に関する法令業務や、地域における農政の調整・推

進活動を行っていることを評価する声がある一方で、地域によっては市町村農

政部局での事務・事業の実施を指摘、要望する声があるなど、その評価が分か

れている実態にある。

○農業委員会組織における農地行政の執行と地域の構造政策の推進という役割の

二面性とその一体性は、組織の独自性を特徴づけるものであるが、この独自性

に裏付けられた組織であっても、本来担うべき役割の今日的な必要性が確認さ

れて初めてその設置が意義づけられるものである。

○従って、今後の改革の基本方向を明らかにしていく上では、農業委員会の役割
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及び設置の今日的な妥当性、必要性について改めて根本に立ち返った検証を行

うことが最も重要である。

（今日的意義）

○農業委員会の今日的な役割の検証の前提ともいうべき農地を巡る今日的な政策

課題としては主として以下に掲げるものがある。

ア）農地法等の厳正、的確な業務執行による優良農地の確保とその有効利用

イ）米政策の抜本的な見直し等に呼応した認定農業者等の担い手への農地の

利用集積の加速化

ウ）農地に関わる施策の浸透と農村現場や担い手の課題の汲み上げ

エ）株式会社や都市住民など多様な主体の農業への参入についての積極的な

関与

さらに、最近では耕作放棄地等の解消にも役立つ体験農園、市民農園等の地

域参加・都市交流型の活動による農地の多面的活用の促進が求められている。

○上記の今日的な政策課題等を遂行する枠組みを考えた場合に、農地は地域性、

地縁性、非代替性が高い公共的な国民共通の財産という性格を有しており、そ

の利用、管理については、国民の自己責任、行政との主体的な関係の確立が求

められている今日においては、農業振興の計画づくりや行政指導等が主体の行

政組織の枠組みに一方的にそれらを委ねることなく、農地について農業者を主

体とした自主的な管理及び方向付けを行う組織が主体的に対処する枠組みを活

用することが、施策の遂行上、効果的であると考えられることから、農業委員

会の設置は、今日においても農政上の意義を有すると考えられる。

（改革の必要性）

○これら政策上の意義・役割がある一方で、実際の活動・組織を見ると、活動が

総花的で地域にとって見えにくいこと、担い手育成などの一部の業務が他の機

関と重複していること、地域によっては優良農地の確保や農地の保全等の活動

が必ずしも十分に行われていない面があること、農家戸数や農地面積の減少な

どに対応した組織の適正化が十分でないことなどの問題点を抱えていることか

ら、農業委員会の活動・組織全般について根本的な改革を強力に推進すること

が喫緊の課題となっている。
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（２）改革の基本的視点

①農地の利用及び管理を基本とした地域で担うべき役割の明確化

○農業委員会は、法令執行機関の観点からは農地法等の法令業務の厳正・的確な

運営が求められており、その一方で、構造政策等の施策推進機関の観点からは

個性ある地域農政の推進や地域農業振興、認定農業者等の担い手の育成等の役

割を重視することが求められている。これらの活動領域は、前者が地域の「農

地」であり、後者が「認定農業者等の担い手 「人（農業者等）と地域」とい」、

う点で、各々異なる一面を有している。本懇談会における議論においても、担

い手の農地集積の加速化や経営支援など構造政策の役割を重視すべきとの意見

と、地域農業の実情に応じて多様な役割を担うべきとの両論が提起された 「農。

地 「担い手 「人と地域」に係る活動は相互に関連し、一義的にいずれかの」、 」、

みを取捨選択することは困難である。しかしながら、活動の総花性と地域差、

業務の一部重複などの問題点に対応し、組織の効率化も併せて進めていくため

には、農業委員会が農地の利用及び管理を基本として、各々の地域において具

体的に担うべき役割を明確化し、その役割の発揮に向けて活動の重点化を図る

ことが重要である。

②市町村の立地条件等を反映した活動・組織の運営

○農業委員会は市町村の行政委員会として市町村部局の農政の推進と相互補完関

係にあるとされ、業務執行の面でも事務局職員は農業委員会会長が市町村職員

から任命し、その兼務も進んでいる。このような実態の下で、農業委員会の役

割、活動について先に指摘したように評価が分かれているが、その要因には次

の点が関係していると考えられる。

ア．地域農業の立地条件や農地の賦存量、農地利用のニーズが、都市近郊から

平地農村、中山間まで大きく異なる中で、農業委員会に期待される役割や活

動の内容が地域によって大きく異なること

イ．地域農政の推進や農業の振興、担い手の育成などの市町村段階における農

政の課題に対処する方策として、市町村農政部局と農業委員会との間で、ど

の活動・業務を相互に分担すべきかなどの点が明確でない場合があること

このように、農業委員会が置かれた状況は、都市近郊から中山間までの地域

特性や立地条件、市町村の農政推進についての意向に大きな差があるにもかか

わらず、実際の農業委員会の活動内容と運営体制にこれらの地域差、市町村の

意向の違いが生かされずに硬直的な面があったことも影響していると考えられ

る。
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今後は、従来からの活動・運営の方法を改善し、市町村の立地条件や意向等

に応じてより弾力的な活動・運営を可能とするように、活動の重点化、必置基

準、委員定数、委員構成等について見直しを図ることが重要である。

２．農業委員会活動の見直しの方向

（１）農地をめぐる担い手及び地域の課題に絞り込んだ重点化

○農業委員会の様々な活動についての評価が分かれている要因としては上記以外

にも任意業務を中心に活動内容の見直しが制度上、実態上、十分に行われてこ

なかったことも影響していると考えられる。

今後は、任意業務は、地域の多様性に配慮しつつも、基本的には個々の農業

委員会が置かれた農地をめぐる担い手及び地域の課題に絞り込んだ重点化を図

ることが重要である。このため、農業技術の改良、農作物の病害虫防除、農業

・農村振興計画の樹立をはじめとする任意業務全般について、各々の業務の実

態と今日的な必要性等の観点から見直しを図るとともに、農地及び農業用施設

用地等も含めた地域全体の農業上の土地利用の調整への関与について検討する

ことが重要である。

○また、任意業務は担い手への農地集積や耕作放棄地の解消活動など推進活動が

主体であり、農業委員会組織としての活動はもとより、個々の農業委員の活動

が重要となるが、現行の制度においては、個々の農業委員の具体的な活動の分

野や責務等を明らかにして活動する仕組みとなっていない。今後、個々の農業

委員が分野毎や地域毎の活動範囲を明確にして活動していくための方策につい

て検討することが求められる。

○なお、地域農業のあり方は多様であることから農業委員会の活動の選択肢も多

様であるべきであり、その選択は地域の主体性に委ねるべきであるとの意見が

あるが、農業委員会の設置（必置）の今日的意義づけが 「農地」の利用及び管、

理の今日的なあり方と構造政策上の必要性を基本としていることに鑑みれば、

任意業務の中心的な活動は「農地」の利用及び管理との明確な関連性を持って

行われる必要があると考えられる。

（２）担い手への農地の利用集積活動の重視

○農業委員会は、これまで「土地と人」に関する地域密着型の活動を重視してき

た｡農業・農地の担い手に関しては、農業構造改革の加速化の観点からは、平地
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農村等の土地利用型農業における認定農業者等の育成確保が喫緊の課題となっ

ているが、一方で中山間地域などでは多様な主体による経営が展開され、その

維持確保が課題となっている。このように地域の農業・農地の担い手は必ずし

も一様ではないが、米政策の抜本的改革等の農業構造改革の加速化が農政全体

、 、の喫緊の課題となっている今日の状況の下では 地域の多様性に配慮しつつも

認定農業者等の地域農業の「担い手」への農地の利用集積に特に焦点をあてた

活動強化を優先して、地域における多様な担い手（家族経営、法人経営、集落

営農等を含む）の創出と農地の利用集積に主体的な役割を発揮することが重要

であると考えられる。

（３）現場段階での総合的な農政推進体制づくりへの参画

○農業委員会の活動の中には、例えば農業経営の指導などの分野で他の機関との

重複がみられ、関係機関の間の連携も十分でない場合がある。

今後は、農業の振興、担い手の育成確保、担い手への農地の集積等の地域固

有の課題について農業委員会、市町村、ＪＡ、地域農業改良普及センター、土

地改良区等が共通の場で議論し、問題意識を共有した上で、各機関で重複して

いる活動は整理・分担して農業委員会が担うべき分野を市町村農政部局との連

携の観点から明確化するとともに、農村の現場段階での総合的な農政の推進体

制づくりへの参画、窓口の一元化、関係機関のワンフロアー化等の取組を地域

の実情に応じて推進することが重要である。特に、担い手への施策集中と農地

の利用集積が重視される中で農村現場で農地・農業水利関係の事業を担う土地

改良区との間で担い手への農地の利用集積や土地利用調整等の実務面での連携

を強化することが重要である。

（４）政策提案・実践型の建議・答申等の活動の推進

○農業委員会の建議・答申等の取組は組織の独自性を規定する活動の一つである

、 、 、が 活発な取組は一部の地域に限られていること 今日では耕作放棄地の解消

担い手への農地の集団化、市民農園等の農地の多面的活用など地域内の農地利

用等に関する的確な意向の把握を踏まえた具体的な取組が求められていること

等を踏まえて、今後は、農政の全般的、一般的な要望ではなく、農地をめぐる

担い手及び地域の固有の課題に着目し、必要に応じて消費者や教育関係者、商

工関係者等の多様な意見をも踏まえた上で、地域での具体的な政策の提案・事

業実践型の活動への見直しを図ることが重要である。



- 9 -

（５）耕作放棄地等の解消に役立つ地域参加・都市交流型活動の推進

、 、 、 、○最近では 市民農園 体験農業教育の推進 不法投棄防止の取組などを通じて

地域の住民や消費者、教育関係者、商工関係者等と農業委員会との係わりが強

まっている地域がある。農業委員会としては、耕作放棄地等の解消は重要な活

動であることから、地域の実情と必要性に応じて教育委員会、商工会、消費者

団体、ＮＰＯ、民間企業などの地域の関係機関・団体等との連携・交流、協力

関係を構築しつつ、地域参加・都市交流型の活動による農地の多面的活用を推

進することが重要である。

（６）情報の受発信力の向上

○農業委員会の情報関係の取組としては、総会等の公開や議事録縦覧の措置を講

じるとともに、小作料、農地売買価格調査等の提供、機関誌の刊行などが行わ

、 、 、れているが 個別の施策や事業に関する情報を担い手等が入手しやすく かつ

十分に役立つ形で提供されているとは言えない面があり、さらに、インターネ

ット等の情報化の進展にも十分に対応できる体制になっていない。

今後、農村現場や担い手等の求める施策情報の提供と地域の課題・要望等に

、 、関する情報の的確な把握を行うためには 農業委員の地区担当制の導入の促進

担い手の意向の定期的な把握、新規就農関係情報の提供、関係機関の農地、担

い手関係情報の現場・全国段階での共有化、農地基本台帳の電子化、地図情報

システム化などＩＴの活用を推進することが重要である。また、地域の実情と

必要性に応じて消費者、教育関係者、商工関係者も含めて地域における広範な

情報の受発信に努めることも考えられる。

（７）事業評価の推進

○農業委員会の活動が地域で見えにくいとされる一因としては、業務が農地の権

利移動等の個人の財産権に係わるものや推進活動が中心であることが影響して

いるが、昨今の厳しい行財政事情の下で、対外的にも説得力のあるメリハリの

ある活動への重点化が求められていること等を踏まえると、活動内容について

情勢変化や地域のニーズに応じた不断の見直しを行うことが求められている。

このため 農業委員会の任意業務の活動を中心に 計画 実施 評価 見、 「 」、「 」、「 」、「

直し」の事業評価プロセスを外部の有識者の声も反映しつつ導入・推進するこ

とが重要である。
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３．農業委員会組織の見直しの方向

（１）市町村の実情等を反映した必置規制

○農業委員会は農業委員会法及び地方自治法の下で市町村に置かれる必置の行政

機関とされている。農業委員会を必置とする理由は、既にⅢの１の（１）で指

摘した農政上の必要性に依拠しているが、その設置については「今日において

も農政上の意義を有すると考えられる 」としていることから、現行の必置規制。

の基本的考え方は維持されることが重要である。しかしながら、その一方で、

農業委員会の設置の必要性と活動の有り様が地域毎に大きく異なってきている

こと、地方分権の推進が国としての重要な政策課題となっていることも踏まえ

ると、上記の基本的考え方の下で、組織のあり方については可能な限り市町村

等の実情等に応じて選択肢を広げていくことが重要である。

（２）必置基準面積等の見直し

○農業委員会は原則、市町村に必置とされているが、これは、あくまでも農業委

員会という行政組織体制をもってして農地・農業構造政策を推進することが、

その地域の農地の賦存量等から判断して国としての政策的妥当性を有している

ことが前提であり、農地の賦存量が少なく、農家戸数や法令業務量が少ない地

域までも含めて一律に農業委員会の必置を求めているものではない。このよう

な考え方に立って、現行の制度においても、小規模農地面積の市町村では農業

委員会を設置しないことができ、その場合には市町村部局に農地法等の事務を

委ねることができることとされており、その基準は北海道３６０㌶、都府県９

０㌶とされている。

○現行の基準は、平成１０年の制度見直し時に農業委員会制度創設以降の市町村

数の変化等を踏まえて引き上げられたが、現在、市町村合併の動きが急速に進

展していること、現行基準以上の農地面積がある農業委員会においても法令業

務の処理件数が少ないものがみられること、一定の要件の下で農地施策の遂行

、に係る組織体制の選択の機会を市町村に付与することは適当であること等から

全国的な優良農地の確保の観点や構造政策上の必要性、市町村における農地の

賦存量や農地法等の法令業務等に係る実態等を踏まえつつ、必置基準面積の引

上げ等の見直しを図ることが重要である。

（３）小規模農業委員会の廃止も含めた設置の見直しの推進

、○現行基準以下の小規模農地面積で農業委員会を設置している市町村については
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市町村の自主的組織権を尊重しつつも、これまでも農業委員会設置の必要性の

検証等の観点から廃止も含めた設置の見直しの取組が進められているが、これ

らの取組を行政、系統組織としてさらに促進することが重要である。

（４）広域連携の推進

○担い手の広域的な農地集積、新規就農の広域的な受入体制の整備、都市と農村

の交流、不法投棄の防止などの課題については、市町村域内の活動にとどまら

ない広域的な活動が効果を発揮する場合があり、特に活動体制が脆弱な小規模

農地面積の市町村では効果が期待される。このため、現在、小規模農業委員会

を中心に広域的な活動・取組が行われるように広域連絡協議会の設置が推進さ

れているが、今後は、同協議会の下で具体的な取組を促進することが重要であ

る。

（５）市町村合併等に対応した活動・組織の見直し

○市町村合併については、現在の約３千の市町村を平成１７年３月までに１千に

する目標が掲げられ、各地で地方自治法の規定に基づく法定協議会や任意協議

会の設置等を通じて積極的に推進されている 〔平成１５年３月現在：法定協議。

会数２１９（関係市町村数９０６ 〕）

○農業委員会は基本的に１市町村１農業委員会となっていることから、今後、市

町村合併に合わせた活動・組織の見直しが必要となるが、その場合には、事前

の関係者等による調整や都道府県農業会議などの関係機関による助言・指導を

行うとともに、委員定数、事務局体制、活動・業務の積極的な見直しを行って

いくことが重要である。

特に、今後、市町村合併の進展に伴って農業委員数が大幅に減少することと

なるが、その一方で農業委員の活動の広域化、事務局の業務の増加等が見込ま

れることから、現場段階での農業委員の活動を実務面で支える協力体制の構築

を図ることが重要である。また、大規模な合併で農地面積が特に大きな市町村

が出現する場合の農業委員会の複数設置の具体的基準のあり方の検証や、市町

村合併に対応した委員定数に係る現行の農地面積、基準農業者数の階層基準の

見直しを図ることが重要である。

○さらに、現在は選挙委員定数が２１名以上の農業委員会に限って法令業務を担

当する農地部会（必置）と任意業務を担当する部会が設置出来ることとなって
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いるが、今後、市町村合併に伴って農業委員会の管轄区域が大幅に拡大するこ

と、現在は選挙委員定数が２０人以下の農業委員会においても独自の部会を設

置して活動している実態等を踏まえると、今後の機動的かつ効率的な業務執行

と地域の実情に応じた活動形態の多様化を図る観点から、広域市町村における

複数の農地部会の設置の可能性や、任意業務を担う部会の設置基準等について

検討することが重要である。

（６）委員定数の見直し

○農業委員会の委員定数は、選挙委員については法定の１０～４０人の範囲内で

政令で定める基準に沿って市町村条例で定められており、選任委員については

団体推薦委員２名並びに５名以内の議会推薦の学識経験者とされており、委員

総数は全国で約５万８千人となっている。委員定数については、農家戸数、農

地面積の減少等の地域の実態を踏まえた適正化の取組が進められており、平成

１４年７月の農業委員統一選挙では前回の統一選挙（平成１１年）に比べて約

１千７百人（▲ ㌫）減少している。3

○農業委員は地域農業者の代表として一定の地縁的広がりの中で選出されている

が、地域によっては農業委員数の減少に比べて有権者数の減少が大きいこと、

一部の農業委員会で選挙委員の現在数が定数を下回っていること、農業委員会

数の３割が選挙委員の定数について法定の下限定数である１０人を設定してい

ること、市町村合併に併せて市町村議会議員数も削減が行われること等を踏ま

えて、組織の一層のスリム化、適正化を図るために、現行制度の下での委員定

数の削減等の見直しを一層推進するとともに、例えば小規模農業委員会におけ

る法定定数の下限（１０人）の引下げや市町村の実情に応じた委員定数の設定

も含めた委員定数の見直しを図ることが重要である。

（７）委員構成等の見直し

○農業委員会は農業者の選挙委員と農業協同組合及び農業共済組合からの団体推

薦委員、市町村議会推薦の学識経験者の委員から構成されている。農業委員に

ついては、農村の高齢化の進展等もあって選挙委員を中心に高齢化が進んでい

ること、女性や認定農業者等の農業委員も徐々に増加しつつあるが全体から見

れば未だ低い水準にあること、農業法人関係者の農業委員も限定的なものにと

どまっていること、団体及び議会推薦の選任委員のうち約３割が市町村議会議

員で占められていること等の実態にある。また、団体推薦委員に関連しては、



- 13 -

農業協同組合や農業共済組合の広域合併に伴う管轄区域と市町村区域の違いに

よる推薦方法の変更や土地改良区との連携強化が課題となっている。

○今後、農業委員会が農地をめぐる担い手や地域の課題に的確に対応し、他の関

係機関等との協力関係を強化するためには、団体推薦委員については合併後の

広域農業協同組合等における経営管理委員又は理事以外の者の推薦や土地改良

区からの推薦の可能性を検討するとともに、議会推薦委員については地域農業

について客観的に判断できる有識者、農業経営・法人経営に関する専門家、地

域の関係機関の代表者等の参画の可能性を検討するなど現行の選任委員の範囲

と定数について見直しを図ることが重要である。

また、女性農業者や担い手、法人経営者等の一層の参画を得るために、選任

委員枠の一層の活用、系統組織の活動としての新たな目標の設定も含めての具

体的な取組をさらに強化することが重要である。

○なお、農業委員の定年制については、地域の多様な意見を反映し、地域農業の

リーダーを育てる観点から導入すべきとの意見と、農村の青壮年層の就労実態

や定年帰農等の動きからみて導入は適当でないとの意見の両論が提起されてい

る。定年制を制度的な措置として導入することは公職選挙法を準用する現行制

度の下では困難であるが、例えば選任委員枠の活用や系統組織の活動としての

農業委員の若返り運動や多選を避ける申し合わせ等の系統組織の自主的な取組

を推進することが重要である。

（８）委員の選出方法

○農業委員会は、制度創設時の社会経済情勢等を反映して、民主的な農業者の代

表機関としての行政委員会であること等を担保するために公選制を基本として

いるが、近年は投票実施率は１割程度にとどまっており、多くの場合は、地域

での自薦又は他薦の立候補を経て無投票当選となっている。こうしたなかで、

農業委員の選出方法については、これまでも検討が行われたが、任命制に改め

るべきであるとの意見と公選制を維持すべきとの両論が出されてコンセンサス

が得られなかった。本懇談会においても、農業者の代表という性格を重視する

観点と農業者の自覚・意欲の保持のためにも公選制が必要であるとの意見と、

制度創設時とは情勢は異なりその必要性は薄れており委員の高齢化への対応の

観点からも公選制の見直しが必要であるとの両論の意見が出された。農業委員

会は公選制を基本に制度が構築され、現在その役割を発揮していること等を踏



- 14 -

まえれば、直ちに公選制の見直しを結論づけることは困難である。しかしなが

ら、その一方で、公選制をめぐる様々な課題が提起されていること等に鑑みれ

ば、当面は選挙委員定数や選任委員の範囲等の見直しを図りつつ、公選制の意

義等の検証を行うとともに、今後の課題として、例えば、公選制に代わって地

域農業者としての代表性を確保しつつ市町村に委員選任方法等を委ねることが

可能であるかなどの点も含めて公選制のあり方を検討していくことが重要であ

る。

（９）委員の資質向上

○農業委員は地域農業の代表者、精通者としての性格が強いが、その業務遂行に

、 、 。当たっては 農地法等に関する幅広い見識や中立性 公平性が求められている

このため、農業委員を対象とした関係法令等に関する研修会、地方現地調査、

。 、異業種経営者との情報交換会の開催などの取組が行われている しかしながら

農業委員の高齢化等に伴う具体的な行動力の低下への懸念や、担い手への農地

の利用集積等の経営支援、地域参加・都市交流型活動への対応能力、株式会社

、等の多様な経営主体の農業参入に伴う農業生産法人等の経営内容等のチェック

農地転用等における透明性のある厳格な業務遂行の一層の推進等の課題を抱え

ている。

従って、農業委員には、今後、地域農業の代表者、精通者としての役割だけ

でなく、個別施策の遂行力、意欲と高い能力、人望が求められる。このため、

例えば、個別の事業に着目した実践的な研修や、認定農業者等の担い手支援、

農地税制、新規就農などの各分野毎の担当制の導入、農業委員以外の外部の専

門家のアドバイザーとしての活用を図ることが重要である。

４ 財政基盤のあり方

○農業委員会の活動・運営に要する経費については、国の財政措置と地方自治体

の財政措置によって充当されているが、このうち、農業委員会の法令業務に関

わる農業委員及び職員に要する経費等の財源に充てるために、農業委員会法の

規定に基づき国は政令で定める配分基準に即して都道府県経由で市町村に対し

。 、 、て交付金を交付している また 農業委員会の法令業務に係る経費については

地方交付税の対象となる基準財政需要額に算入されている。

○農業委員会の交付金については、地方分権改革推進会議の「事務・事業の在り

方に関する意見 （平成１４年１０月）では、交付金の一般財源化、交付金の交」
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付の在り方等についての検討が提言されているが、一方で、同会議に提出され

た地方公共団体アンケート（全国市長会、全国町村会）においては、一般財源

化については「実施すべきである」とする声と「慎重に検討すべき」とする声

がほぼ拮抗している状況にある。

、 、○農業委員会の交付金は 国の農業政策の遂行機関たる独立の行政委員会として

時々の市町村財政に左右されず、適正な法令事務を遂行するとともに農地法等

に基づく行政処分、是正指導の実効性を確保するために使途が特定された財政

、上の一定の基盤を確保する政策的必要性に基づいて措置されているものであり

農業委員会の役割、全国的な必置規制と表裏一体の措置である。農業委員会に

ついては既に指摘したように一定の見直しが必要であり、農業委員会交付金に

ついて将来の一般財源化も視野に置くべきであるとの意見もあったが、制度の

基本は維持されるべきとの意見、国の食料政策に直接結びつく農地政策は地方

分権の動きの中で一般財源化によって市町村が自主的に担うべき政策とは異な

る側面があるとの意見、財政が裕福でない市町村の農業委員会の法令業務の執

行を支える大切な財源であるとの意見等を踏まえると、当面、交付金制度の基

本は維持されることが重要であると考える。しかしながら、その一方で、国、

地方公共団体をめぐる厳しい行財政事情の下で、財政、組織のスリム化は避け

られない課題であること等を踏まえると、市町村合併への対応も含めた組織の

スリム化、効率化に沿った交付金の縮減等を図ることが重要である。

○また、現行の交付金の配分基準については、農業委員会数、農家戸数、農地面

積を基本に設定されているが、今後の市町村合併の進展に伴う農業委員会数の

減少と業務量の変動等を的確に反映させる観点から見直しを図ることが重要で

ある。

○さらに、農業委員会の関係経費は委員手当、事務職員経費がその太宗を占め、

市町村からの事務委任の場合を除き、事業や活動に係る財源は少ないのが実態

である。このことは、農業委員会が行政委員会として組織されていることに由

来する面が大きいが、農地をめぐる担い手及び地域の課題に対して主体的に活

動していく場合にはその活動経費を自ら確保することが必要であり、そのため

には農業委員会が自ら計画を企画立案して市町村部局に積極的に提言するとと

もに、既存の国等の各種事業を積極的に活用しながら必要財源を確保していく

ことが重要である。
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Ⅳ．おわりに

本懇談会においては農業委員会の活動、組織のあり方に焦点を当てて検討を行っ

てきた。農業委員会系統組織は農業委員会、都道府県農業会議、全国農業会議所の

三段階をもって構成されていることから、農業委員会の活動、組織の見直しの方向

を踏まえて、都道府県農業会議、全国農業会議所についても改革の取組を一層強化

することが求められる。今後は、本懇談会で提起した課題の実効性を確保する措置

も含めてさらに広範かつ具体的な検討を深めて、制度改正も含めて農業委員会系統

組織の活動、組織の改革のプロセスを行政、系統組織が一体的となって加速化する

ことが強く求められている。
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